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－総括1－ 

 

 

新規事業及び重要事業総括表 

 

 

 

Ⅰ 総 額 

 

 【一般会計】 

区分 令和２年度 令和元年度 伸び率 

予算総額 ２５４，２６７，０７４千円 ２３８,９８８,６１８千円  6.4％ 

一般会計構成比         １３．０％        １２．７％ － 

 

  【母子父子寡婦福祉資金特別会計】 

予算総額 ８２６，７１７千円 
 

８４５，４２４千円 △2.2％ 
 

 

Ⅱ 主な新規事業及び重要施策                      （単位 千円） 

 

 １ 少子化対策・子育ての安心支援 

  Ｐ １    保育所待機児童対策の推進【少子政策課】      １，１７９，７５０千円 

  Ｐ ２ 一部新規 保育士の確保・定着と保育の質の向上に向けた総合的取組の推進【少子政策課】 

                                  ２，２０５，２３０千円 

  Ｐ ４ 一部新規 病児保育施設の整備促進【少子政策課】          ３７７，６７７千円 

  Ｐ ５    官民連携による結婚支援の推進【少子政策課】       ２０，２２４千円 

  Ｐ ６ 一部新規 放課後児童クラブの充実【少子政策課】       ５，８８３，７７７千円 

  Ｐ ７ 一部新規 子供の居場所づくりの支援【少子政策課】         ２０，９６６千円 

  Ｐ ８    ひとり親家庭への支援【少子政策課】        １，９１５，５１７千円 

   Ｐ  ９ 一部新規 児童虐待防止対策の充実【こども安全課】        ２２１，７５４千円 

   Ｐ１０ 一部新規 里親委託の推進強化【こども安全課】          １０１，８４８千円 

 

  ２ 介護の安心支援 

  Ｐ１１ 一部新規 介護人材の確保・定着の促進【高齢者福祉課】      ６０６，８０６千円 

                      【社会福祉課】 

  Ｐ１４ 一部新規 地域包括ケアシステムの構築促進【地域包括ケア課】    ８３，８２６千円 

  Ｐ１５ 一部新規 家族介護者等支援強化事業【地域包括ケア課】            ８，８０１千円 

  Ｐ１６ 新規 民間事業者との連携による高齢者の生活支援【地域包括ケア課】 

                                     １４，６３８千円 

  Ｐ１７ 一部新規 認知症の人と家族を支援する施策の推進【地域包括ケア課】  ５８，２４３千円 



－総括2－ 

 

 

  Ｐ１８    市町村介護保険財政支援【地域包括ケア課】     ７９，９４９，４４３千円 

 

  ３ 障害者の自立・生活支援 

  Ｐ１９ 一部新規 精神障害に対応した地域包括ケアシステム構築事業【障害者福祉推進課】 

                                      ４５，５５４千円  

  Ｐ２０    障害児(者)福祉施設等の整備促進【障害者支援課】    １，９３８，１３７千円 

  Ｐ２１      医療的ケアが必要な障害児と家族の支援の充実【障害者支援課】  

                                                                        ４００，８７２千円 

 

  ４ 生活の安心支援 

   Ｐ２２    虐待通報ダイヤルの運用・虐待防止の啓発【福祉政策課】   ４７，４０５千円 

  Ｐ２３    生活困窮者と生活保護受給者に対する切れ目のない支援【社会福祉課】 

                                    ３５７，３１７千円   

 

 

 ＜参考＞ 福祉３プランの推進 

  Ｐ２５  一部新規 埼玉県子育て応援行動計画の推進【少子政策課】   ４９，８７７，９９４千円 

                                    【こども安全課】  

  Ｐ２９ 一部新規 埼玉県高齢者支援計画の推進【高齢者福祉課】   ８６，１０１，０７５千円 

                      【地域包括ケア課】 

                      【社会福祉課】 

   Ｐ３３  一部新規  埼玉県障害者支援計画の推進【障害者福祉推進課】 ４０，４１４，４７０千円 

                                            【障害者支援課】 

                                           【社会福祉課】 

                      【福祉政策課】 
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保育所待機児童対策の推進 

 

担当 少子政策課 施設整備・指導担当 内線３３２８ 

         施設運営・人材確保担当 内線３３３０ 

１ 目  的 

  保育所等の待機児童を解消するため、認可保育所の整備のほか、企業や幼稚園と

連携するなど多様な保育サービスを充実し、新たに５，３００人分の受入枠の拡大

を図る。 

 

２ 予 算 額     １，１７９，７５０千円 

 

３ 事業概要 

保育サービス受入枠拡大に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

待機児童数（人） 

 

受入枠（人）  

 

 

R2当初 R1当初

保育所 安心こども基金(又は交付金）による保育所整備等 425,140 4,200 4,490

754,610

(586,180)

地域型保育事業 小規模保育などによる低年齢児保育の促進 0 450 640

企業内保育所の促進 (55,525) 50 50

企業主導型保育事業活用への支援（国事業） - 200 670

1,179,750 5,300 7,000

※（　　）は他部局予算。

　　財源とする事業に変更となっており、県としての予算額は計上していないが受入枠としては算入している。

企業との連携

合計

区分 内容 予算額
受入枠

※　保育所、認定こども園、小規模保育事業の整備の一部は、国から市町村へ直接交付される交付金・補助金を

認定こども園・
幼稚園との連携

安心こども基金(又は交付金）による認定こども園の
整備等

400 1,150

受入枠拡大数 

 

待機児童数 4/1 現在） 
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勤務条件 貸付額 勤務条件 貸付額

週２０時間以上 ４０万円 週２０時間以上 ４０万円

週１０時間以上
週２０時間未満

２０万円

【令和元年度】 【令和２年度】

保育士の確保・定着と保育の質の向上に向けた総合的取組の推進 

 

                                担当 少子政策課 施設運営・人材確保担当 

                    内線 ３３４９ 

 

 

 

１ 目  的 

保育所等の待機児童対策を着実に進めるとともに、市町村と連携し、総合的な保育士

確保対策を推進する。 

保育士の確保・定着に向けて、保育士養成施設の学生及び保育士試験合格者に対する

県内保育所等への就職支援や保育士の職場定着支援を行う。  

さらに潜在保育士の活用を図るため、これまでの就職支援に加え、新たに潜在保育士

向けの就職準備金貸付事業を創設する。 

また、保育所等において低年齢児の受入れ等を手厚く行うための保育士加配に伴う経

費を助成するとともに、キャリアアップ研修を実施し、保育の質の向上を行う。 

 

２ 予 算 額     ２，２０５，２３０千円 

 

３ 事業概要 

（１）潜在保育士就職支援事業（新規）              １５，０００千円 

   短時間勤務に就く潜在保育士に対する２０万円の就職準備金貸付（２年間勤務で返

済免除）を新設する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保育士確保推進事業                   １０１，７４７千円 

   保育士求職者向け専用サイトの運営やＳＮＳによる情報発信等により、潜在保育士

の保育所等への復帰を支援するとともに、新卒保育士向けの就職準備金貸付を実施す

ることにより、保育士の確保を図る。 

 

新設 
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（３）安心・元気！保育サービス支援事業費         １，２３１，５６０千円 

   保育所等において低年齢児や障害児、アレルギー児の受入れや１歳児保育を手厚く

行うための保育士加配に伴う経費を助成する。 

 

（４）保育士宿舎借上補助事業                 １６７，７７２千円 

   保育士の就業継続を図るため、国の「保育士宿舎借り上げ支援事業」を実施する市

町村と保育所等に対して上乗せ補助を行い住居費負担軽減の取組を支援する。 

 

（５）保育士研修等事業                    ６６６，７５２千円 

 保育士の専門性を高め、キャリア形成に応じた処遇改善につなげるため、保育士等

キャリアアップ研修を開催するとともに、保育所等における保育士の業務負担を軽減

するための保育補助者の配置に要する費用等を助成する。 

 

（６）保育士・保育所マッチング支援事業             １５，３５０千円 

   潜在保育士等の就職を促進するため、「保育士・保育所支援センター」を運営すると

ともに、県内保育所等で働きたい方を対象とした就職フェアを開催する。 

 

（７）埼玉がいいね！保育士就職応援事業              ７，０４９千円 

   保育士の県内保育所等への就職を促進するため、保育士試験受験料等を助成すると

ともに、保育所等の管理者向けのセミナーや、潜在保育士に対する就職説明会のほか、

就職後３年未満の保育士に対する就業継続セミナーを開催する。 
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病児保育施設の整備促進 

 

                                担当 少子政策課 施設運営・人材確保担当 

                    内線 ３３３０ 

 

 

 

１ 目  的 

病児保育施設の整備を促進するとともに、病児保育送迎システムのモデル事業を実施

する。 

 

２ 予 算 額     ３７７，６７７千円 

 

３ 事業概要 

（１）病児保育施設整備促進事業（新規）             ８３，３３６千円 

   新たに病児保育施設を整備するための経費及び新たに病児保育事業を実施する施設

に対し必要な経費を補助する。 

 

（２）病児保育送迎システム整備事業（新規）           １６，０２３千円 

   体調不良になった子供を迎えに行けない場合に備えた病児保育送迎システムについ

て、モデル事業を実施する。 

 

（３）病児保育事業                      ２７８，３１８千円 

   病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良に

なった児童への緊急対応を行う保育所等に対し経費を助成する。 
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官民連携による結婚支援の推進  
 

                 担当 少子政策課  企画・子育てムーブメント担当 

                 内線 ３３８１ 

 

１ 目  的 

  結婚を望むが出会いの機会に恵まれない方の希望をかなえ、広域的な結婚支援を行う 

 「SAITAMA出会いサポートセンター」を運営するとともに、若い世代が結婚、妊娠、出 

 産、子育てを含めたライフプランを希望どおり描けるように支援を行う。 

 

２ 予 算 額    ２０，２２４千円 

 

３ 事業概要 

（１）SAITAMA出会いサポートセンターの運営 

   市町村や企業等との連携により「SAITAMA出会いサポートセンター」を運営し、広

域的で効果的な出会いの機会を提供する。 

   ＡＩを活用したマッチングシステムと相談員によるサポートを両輪とする支援を実

施する。システムでは、希望の相手にお見合いの申込みができるほか、ＡＩが相性の

よい相手の紹介を行う。 

 

 

                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）婚活イベント・セミナー等の開催 

 ・県内各地で市町村や企業と連携した婚活イベントを開催 

  し、より多くの方に出会いの機会を提供する。 

 ・セミナー等を通じて若い世代のライフデザインの構築を 

  支援する取組を実施する。 

 

 

会員企業等と連携した婚活イベント 

（写真は R1.7 に 1 周年を記念して 

 実施したイベントの様子） 

保育利用支援事業（希望時期入園制度）導入意向

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

秩父市

所沢市

飯能市

加須市

本庄市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町
白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市
蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町
坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町
小川町

ときがわ町

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町
長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

実施中

H31から実施予定

H32から実施予定

検討中

実施意向なし

 

 センター所在地 

浦和センター 

本庄センター 

 

坂戸センター 

 



一部新規 

- 6 - 

 

放課後児童クラブの充実 

 

                                            担当 少子政策課 子育て環境整備担当 

                      内線 ３３２２            

１ 目  的 

 労働等により昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、授業の終了

後に遊び及び生活の場を与える「放課後児童クラブ」の運営に必要な経費を補助すると

ともに、利用児童の増加等に対応するため放課後児童クラブの整備を促進する。 

 

２ 予 算 額     ５，８８３，７７７千円 

 

３ 事業概要 

（１）放課後児童クラブ等運営費の補助      ５，４４８，５１６千円 

放課後児童クラブの利用児童数、開所日数及び運営形態に応じた運営費の補助を

行う。 

対   象   数  １，８３８か所 

    負 担 区 分  国１／３、県１／３、市町村１／３など 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）放課後児童クラブの整備促進      ４３１，２０８千円 

    利用児童の増加に対応するとともに、児童の安全・情緒の安定の観点から、児童

数７１人以上の大規模クラブから適正規模への移行促進等を図るため、新設整備や

既存施設の改修整備などを進める。 

 対   象   数 （新設整備） ２９か所 （改修整備） ４３か所 

 負 担 区 分 （新設整備） 国２／３、県１／６、市町村１／６など 

        （改修整備） 国１／３、県１／３、市町村１／３ 

（３）放課後児童クラブへの巡回支援事業（新規）        ４，０５３千円 

 質の高い支援を確保できるよう、助言等を行う巡回アドバイザーを配置し、県内 

児童クラブに派遣する。 

 

1,838か所 
  (予定) 

 

か所 人 



一部新規 

 

- 7 - 

子供の居場所づくりの支援 
 
                     担当 少子政策課 こどもの未来応援担当 

                     内線 ３３４８ 

 

 

１ 目  的 

  子供の居場所づくりを推進するため、出前講座の開催や「こどもの居場所づくりアド

バイザー」の派遣等により担い手の発掘を図り、子供の居場所づくりに関わりたい人同

士のマッチングや立ち上げ等を支援する。また、子供の居場所づくりの取組をまとめた

普及啓発用の紹介動画を制作する。 

 

２ 予 算 額      ２０，９６６千円 

 

３ 事業概要 

（１）社会全体で取り組む機運の醸成（一部新規）          ６，５８８千円 

     社会全体で子供を応援する機運を醸成するため、社会貢献活動を行う団体・個人の 

    ネットワークである「こども応援ネットワーク埼玉」の推進、子供の貧困問題をテー 

  マとした出前講座の開催、子供の居場所づくりの取組をまとめた普及啓発用の紹介動 

  画の制作等を行う。 

   

（２）こども食堂フォーラム・研修会の開催             ４，２７３千円 

     子ども食堂など子供の居場所づくりに取り組む団体やそれを支援する企業などの先 

    進事例を紹介するフォーラムを開催し、ノウハウの共有と顔の見える関係づくりを行 

    うとともに、担い手の課題の解決やスキルアップにつながる研修会を開催する。 

 

（３）「こどもの居場所づくりアドバイザー」の派遣         １０，１０５千円 

     各地域で子供の居場所の立ち上げと安定的な運営などを支援する「こどもの居場所 

  づくりアドバイザー」を各地に派遣しノウハウの普及を図る。 

 

 

あらゆる社会資源とのマッチング （今後拡大） 

気づく・知る 促す・育てる 始める・続ける 
機運醸成・ノウハウ普及 

ヒト カネ モノ 場所 

掘り起こす 

ノウハウ 
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ひとり親家庭への支援 
 
                 担当 少子政策課 手当・ひとり親家庭支援担当 

                 内線 ３３３７ 

 

１ 目  的 

  経済的に厳しい環境に置かれたひとり親家庭の自立を促進するため、経済的支援のほかに、

母子・父子自立支援員等による生活相談や就労相談、ひとり親の資格取得から職場定着まで

切れ目のない就業支援を行う。また、養育費確保に向け、弁護士による無料法律相談や養育

費に関する啓発も実施する。 

 

２ 予 算 額     １，９１５，５１７千円 

 

３ 事業概要 

（１）ひとり親家庭の経済的支援の実施           １，７８３，５６９千円 

   経済的に厳しい状況に置かれているひとり親家庭に対して児童扶養手当を支給するこ

とにより、児童の福祉の増進に寄与する。 

 

（２）母子・父子自立支援員等による相談支援の実施         ２，５１０千円 

   ひとり親家庭の自立支援のため、母子・父子自立支援員や就業支援専門員を各福祉事務

所に配置し、各種相談支援を行う。 

 

（３）ひとり親家庭就職・転職応援事業の実施           １３，８４６千円 

   経済的な自立に向けて就職に有利な資格の取得を支援するため、資格取得に関するセミ 

  ナーや看護学校受験対策講座を開催する。 

 

（４）母子・父子家庭自立支援給付金の支給           １１３，７５０千円 

   就職に有利な資格の取得を目指すひとり親に対し、指定講座の受講料の一部や、養成機

関で学ぶ間の生活の負担軽減を図るための給付金を支給する。 

 

（５）母子・父子福祉センターの運営                １，８４２千円 

   ひとり親家庭の生活の質の向上のため母子・父子福祉センターを運営し、養育費に関す

る法律相談や、パソコン教室など就業支援講座を実施する。 
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児童虐待防止対策の充実  

 

    担当 こども安全課 総務･児童相談担当  

内線 ３３３５             

 

１ 目 的 

    北部地域の一時保護所不足を解消するとともに、熊谷児童相談所の老朽化・狭隘化

に対応するため、熊谷児童相談所と一時保護所を一体的に整備する。 

   さらに１０年先を見据え児童相談所全体の整備・機能強化に関する計画の策定を通

じ、児童相談所の機能強化を推進する。                   

   また、急増する児童虐待通告に対し、市町村における相談体制の強化の支援や、民

間との協働による泣き声通告への対応などを実施する。 

 

２ 予 算 額     ２２１，７５４千円 

 

３ 事業概要 

（１）児童相談所における相談機能の強化（新規）        １７５，７５６千円 

  ア 熊谷児童相談所・一時保護所の新設に向けた準備 

  イ 児童相談所全体の整備・機能強化計画の策定 

  ウ 児童相談所の機能強化（弁護士の草加児童相談所への配置等） 

 

（２）市町村における相談体制強化の支援             ２７，６８５千円 

 ア 虐待相談の中核となる市町村職員の養成支援 

イ 相談援助技術向上のための支援 

  （児童福祉司・児童心理司等の経験者を市町村へ派遣等） 

   ウ 児童と直接接する学校教職員や保育士等に対する研修の実施 

      

（３）民間との協働による泣き声通告などへの対応          １８，３１３千円 

 児童の安全確認のうち、リスクの低い案件を外部委託 
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里親委託の推進強化  

 

    担当 こども安全課 総務・児童相談担当、養護担当  

内線 ３３４５・３３３２             

 

１ 目  的 

 里親委託の推進を図るため、民間と協働して、登録里親への委託促進と受託里親への

一貫したサポートを実施する。 

 また、委託に向けて里親と里子が面会交流を行う経費を補助するなど、里親委託を推

進する。 

 

２ 予 算 額     １０１，８４８千円 

 

３ 事業概要 

（１）里親しっかりサポート事業（一部新規）           １１，８５３千円 

  ア 未委託里親に対する先輩里親宅での実習等を継続的に実施 

  イ 先輩里親が定期的に訪問し、新たに受託を開始する里親を支援 

  ウ 里親が受託に向けて面会交流を行う交通費等の一部を補助 

 

（２）里親フォスタリング事業                  ４８，０００千円 

 民間による里親のリクルート、研修、委託後のサポートまで包括的に行う里親フォ

スタリング事業を実施 

 

（３）里親支援事業                        ９，９９５千円 

ア 里親認定のための研修を実施 

イ 里親入門講座の開催及び里親制度の普及啓発等を実施 

 

（４）ファミリーホーム開設支援事業（新規）           ３２，０００千円 

 ベテラン里親によるファミリーホーム開設費用を助成 
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介護人材の確保・定着の促進  

 

             担当 高齢者福祉課 介 護 人 材 担 当 内線３２３２ 

                       施設・事業者指導担当 内線３２５４ 

                      施 設 整 備 担 当 内線３２６８ 

                社 会 福 祉 課 施設指導・福祉人材担当  内線３２２５  

 

１ 目  的 

  介護人材の確保・定着の促進を図るため、介護未経験者・高齢者・生活スタイルに合

わせた働き方を希望する者等への就労支援、介護福祉士養成施設在学者への修学資金の

貸付け、市町村による介護人材確保支援、外国人人材の受入・定着支援、新任介護職員

の定着支援、介護職員の医療的ケア技術の向上支援、介護のイメージアップなどを実施

する。 

  また、効率的な介護体制を構築するため、介護ロボットの普及促進やＩＣＴの導入支

援など、介護現場における生産性の向上を支援する。 

  さらに、埼玉県介護人材確保・定着推進協議会を運営し、介護人材確保・定着に係る

取組を全県的に推進する。 

 

２ 予 算 額     ６０６，８０６千円 

 

３ 事業概要 

（１）介護人材の確保                       ２，５８０千円 

  ア 介護人材確保・定着推進協議会の運営 

    関係機関や団体と連携しながら介護人材確保・定着に係る取組を全県的に推進す

る。 

 

  イ 介護職員雇用推進事業                                   ３０４,７３９千円 

     介護未経験者等を対象に職場研修や介護職員初任者研修を実施し、介護事業所へ

の就職を支援する。 

 

  ウ 高齢者等介護職員就労支援事業（一部新規）        ３５，６５１千円 

    高齢者等に介護に関する入門的研修等を実施し、介護事業所への介護助手として

の就職を支援する。 

    あわせて、働き方のニーズに合わせた業務の切り分けや介護助手の導入の工夫な

どに関する介護事業所向けの研修を実施する。 

 

  エ 介護助手の養成・確保（新規）              ２８，２１２千円 

    子育て中など生活スタイルに合わせた働き方を希望する者に対し、介護に関する

入門的研修等を実施し、介護事業所への介護助手としての就職を支援する。 

 

  オ 優良介護事業所認証事業                   １,７５４千円 

    人材育成等について優れた取組を行っている介護事業所を認証する。 
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  カ 離職した介護職員の届出システム事業                   １０,３９８千円 

    国のシステムを活用して就職に役立つ情報を積極的に提供し、離職した介護職員

の復職を支援する。 

 

  キ 福祉・介護人材育成促進事業                 ２０,３６０千円 

       介護人材の確保・定着を図るため、将来、県内の社会福祉施設等への就職を希望 

   する学生に対する修学資金及び離職後に再就職する介護職員（潜在介護職員）に対 

   する就職準備金の貸付けを実施する。 

 

  ク 市町村による介護人材確保支援事業              １０,０００千円 

       市町村が行う介護に関する入門的研修の実施から介護事業所とのマッチングまで

の一体的支援に対して補助する。 

 

  ケ 外国人のための環境整備事業（一部新規）          ２８,０５０千円 

       介護事業所が外国人介護人材の受入にあたって、日本語能力の習得に係る費用及

び住居費を負担した場合に経費の一部を補助する。 

 

  コ 介護福祉士を目指す外国人留学生の応援事業          １２,０００千円 

       介護福祉士養成施設が、在学する外国人留学生に対して日本語学習や国家試験対

策等の専門知識習得のための課外授業を実施した場合に、その経費の一部を補助す

る。 

 

（２）介護人材の定着 

  ア 介護職員資格取得支援事業                 ３０,４００千円 

    介護現場で働きながら介護福祉士実務者研修を受講した者及び介護職員初任者研

修を受講した者に対して、研修受講料の一部を補助する。 

 

  イ 介護人材バンク事業                         ３,５４３千円 

    介護職員の休暇取得、研修受講、短時間の子育て支援などの際に、必要に応じて 

   代替の職員を紹介する。 

 

  ウ 介護ロボット普及促進事業                 ３０,０００千円 

    介護ロボットを購入又はレンタルした介護事業所に対し、経費の一部を補助する。 
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  エ 介護ロボット活用の支援（新規）               ２,７２０千円 

    管理者層やサービス提供に関わる実務者層ごとに介護ロボットの活用方法等に関

する研修を開催する。 

 

  オ 介護現場におけるＩＣＴ導入支援事業（新規）         ５,０５５千円 

    ＩＣＴ導入に係るセミナーの開催やモデル事業所に対してアドバイザー派遣を行

うとともに、介護システムの導入費の一部を補助する。 

 

  カ 新任介護職員定着支援事業                  ５,１００千円 

    新任介護職員を対象に研修や交流イベントを実施する。 

 

  キ 介護支援専門員研修受講支援事業              ４１,０００千円 

    研修実施機関に対して必要経費の一部を補助する。 

 

  ク 介護職員医療的ケア技術向上事業              １３,６４８千円 

    特別養護老人ホームの入所者の重度化に対応するため、介護職員が喀痰吸引等研 

   修を受講した場合、研修受講料の一部を補助する。 

 

（３）介護のイメージアップ 

  ア 介護の魅力ＰＲ等推進事業            １９,５３９千円 

    介護の魅力をＰＲするため、県内介護事業所に勤務する介護職員で構成する介護

の魅力ＰＲ隊による大学・高校等への訪問や県外での人材募集活動等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 介護職員永年勤続表彰事業                    ２７６千円 

    永年勤続の介護職員（勤続２０年及び１０年）を表彰する。 

 

  ウ メッセージカード事業                    １,７８１千円 

    介護職員等への感謝の気持ちなどをメッセージカードで伝える運動を推進する。 

 

PR隊員の任命 
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地域包括ケアシステムの構築促進  

 

        担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当 内線 ３２５６ 

      総務・介護保険担当 内線 ３２５５ 

    

１ 目  的 

  団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年を目途に、高齢になっても住み慣れた地域

で自分らしく暮らし続けられるよう、医療・介護・介護予防、生活支援などが一体的に

提供される地域包括ケアシステムの構築に向けて市町村を支援する。 

 

２ 予 算 額     ８３，８２６千円 
 
３ 事業概要 

（１）地域包括ケア総合支援チーム派遣事業                ７，１０２千円 

   市町村の個別の状況に応じた地域包括ケアシステムを構築するため、全ての市町村

を対象に、自立支援、介護予防、生活支援などの取組をオーダーメイド・伴走型で支

援する総合支援チームを派遣する。 

 

（２）地域包括ケアシステム構築促進事業（一部新規）       ４５，８８３千円 

   地域ケア会議、介護予防、生活支援などの事業を担う市町村職員等の育成、民間事

業者向け普及啓発ツールの作成など、市町村における地域包括ケアシステムの構築を

支援する。 

 

（３）地域包括ケアシステム広域支援事業             １８，５４３千円 

   県内１０か所に設置している地域リハビリテーション・ケアサポートセンターと協

力医療機関の連携により、地域で活動できるリハビリテーション専門職を育成し、市

町村の介護予防事業等に派遣することで、地域包括ケアシステムの構築を支援する。 

 

（４）看取り体制強化事業                    １０，６５４千円 

   介護施設等の管理者や職員向けに研修を実施するとともに、介護施設等へ講師を派

遣することにより、職員のスキルアップを図り、介護施設等における看取り体制の強

化を図る。 

 

（５）要介護度改善等促進事業                   １，６４４千円 

   介護事業所における自立支援・重度化防止の取組を促進するため、利用者の要介護

度の維持・改善等に積極的に取り組む事業所を評価・公表する。 
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家族介護者等支援強化事業  

 

        担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当 内線 ３２５６ 

    

１ 目  的 

  家族介護者への支援体制を強化するため、地域包括支援センター職員を対象とした研

修を実施し、介護者に対する相談支援体制の強化を図る。 

  また、家族介護者やヤングケアラーの実態を調査し、支援ニーズを把握するとともに、

今後の支援のあり方や具体的支援の内容について有識者懇談会で検討する。 

 
２ 予 算 額     ８，８０１千円 
 
３ 事業概要 

（１）地域包括支援センター相談体制の強化 

   家族介護者からの相談に対応できる職員を養成するため、地域包括支援センター職

員を対象に研修を実施し、地域包括支援センターにおける介護者支援体制を強化する。 

 

（２）家族介護者等に関する実態調査（新規） 

 家族介護者やヤングケアラーに関する実態を調査し、支援ニーズを把握する。 

 

（３）家族介護者等支援に関する有識者懇談会（新規） 

   家族介護者やヤングケアラーに対する今後の支援のあり方等について有識者懇談会

で検討する。 

 

 

 

   

あり

68.9 

なし・不詳

31.1 

    

 

同居の主たる介護者の 

約７割がストレスあり 

主な介護者の状況 
～同居の主な介護者のストレスの状況～ 

 

 

  

～親の介護は家族が担うべきか～ 

 

 「第 6 回全国家庭動向調査」 
国立社会保障・人口問題研究所 2018 年調査 

反対 
54.7 

賛成  
45.2 

単位：％ 単位：％ 

厚生労働省「H28 国民生活基礎調査」 

意識は徐々に変わりつつあるが、 

「家族が介護するのが当たり前」 
という考えがまだまだ根強い 
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民間事業者との連携による高齢者の生活支援  

 

        担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当 内線 ３２５６ 

    

１ 目  的 

  民間事業者と連携した高齢者応援の気運を醸成し、多様な主体による生活サポートの

体制を整備することで、高齢者の生活支援及び介護予防を推進する。それにより、高齢

者の安心でいきいきした暮らしを実現する。 

 
２ 予 算 額     １４，６３８千円 
 
３ 事業概要 

（１）高齢者に優しいサービス登録制度の創設（プラチナ・サポート・ショップ） 

   配達、送迎、移動販売、見守りなど高齢者に優しいサービスを実施している店舗を

登録するプラチナ・サポート・ショップ制度を創設し、民間事業者のサービス開発と

高齢者の利用を促進する。 

 

（２）プラチナ・サポート・ショップ情報システムの運用 

 店舗情報システムを運用し、店舗のサービス情報を地図等で見える化することで、

高齢者本人やその家族、ケアマネジャーなどによる活用を促し、サービスと高齢者と

のマッチングを図る。 

 

【プラチナ・サポート・ショップ イメージ】 
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認知症の人と家族を支援する施策の推進  

 

              担当 地域包括ケア課 認知症・虐待防止担当 

              内線 ３２５１  

 

 

１ 目  的 
  認知症に関する正しい知識の普及啓発等により、認知症の人とその家族や認知症介護
に携わる介護者等を支援する。 

 

２ 予 算 額     ５８，２４３千円 
 
３ 事業概要 
（１）認知症ケア支援事業費                   ２３，３９２千円 

   認知症高齢者の介護の質を向上させるための研修や、医療関係者を対象とした認知

症対応力向上研修等を実施する。また、認知症初期集中支援チーム員及び認知症地域 

支援推進員に対する研修等を実施し、市町村の体制整備を支援する。 

 

（２）認知症ケア技術向上事業                  １３，５５０千円 

   認知症ケアの技術向上を図るチームを設置し、認知症介護施設及び在宅の認知症家

族介護者に対し、研修を実施するとともに、身近な地域で認知症ケアに関する技術的

な相談ができる窓口の設置を進める。 

 

（３）認知症の人にやさしい地域づくり推進事業費          １，７５３千円 

    認知症サポーター及びその講師役であるキャラバン・メイトを養成するとともに、   

     市町村認知症連絡会を開催することにより市町村の認知症施策の推進を支援する。 

 

（４）若年性認知症の人のための施策の推進            １７，１５２千円 

   若年性認知症支援コーディネーターを配置し、相談対応や居場所づくり、就労支援

を行う。また、セミナー等の普及啓発を行うことにより、若年性認知症の人が社会と

のつながりを保ち、生きがいを持って暮らせる環境を整備する。 

 

（５）埼玉県認知症施策推進計画の策定（新規）           ２，３９６千円 

   認知症施策の推進に関する計画を策定するため、認知症の人及び家族の意見を聴く

とともに、有識者等で構成する計画策定委員会で施策のあり方を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
－ 17 － 
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市町村介護保険財政支援  

 

 

                    担当 地域包括ケア課 総務・介護保険担当 

                    内線 ３２５５ 

 

１ 目  的 

 【介護保険の円滑な制度運営】 

  介護保険法に基づき、市町村の介護保険給付及び地域支援事業に要する費用の法定割

合を負担するとともに、介護保険財政の安定化を図るため、介護保険財政安定化基金を

管理し、貸付等を行う。 

  また、６５歳以上の低所得者の保険料負担の軽減に要する費用を負担する。 

 

２ 予 算 額     ７９，９４９，４４３千円 

 

３ 事業概要 

（１）介護給付費負担金                           ７３，７９６，９２３千円  

（２）地域支援事業交付金                    ４，１７７，３５１千円 

（３）介護保険財政安定化基金事業                       ４０８，４３０千円 

（４）低所得者保険料軽減負担金              １，５６６，７３９千円 

 

             

 

  

    ６５歳以上の保険料  

    

  

     ４０歳から６４歳までの保険料 

       (医療保険料と併せて支払う) 

 

     国 

        施設等給付費      ２０％ 

        その他の給付費    ２５％ 

        （うち５％は調整交付金） 

 

    埼玉県  

       施設等給付費     １７．５％ 

      その他の給付費   １２．５％ 

                        73,796,923千円 

 

 

    市町村         １２．５％  

 

 

 

介護給付費 

27% 

50% 

23% 
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県央・利根北圏域【継続】 

 

南西部圏域【新規】 
アウトリーチ事業を 
Ｒ２年度２圏域で実施 

 

精神障害に対応した地域包括ケアシステム構築事業  

 

           担当 障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当 

内線 ３２９５ 

 

１ 目  的 

  精神障害者が地域で安心して自分らしい生活ができるよう、関係機関の連携 

 による地域の実情に応じた支援体制を構築し、精神障害者を支援する取組を推 

 進する。 

 

２ 予 算 額     ４５，５５４千円 

 

３ 事業概要 

（１）体制構築                      ４，４１０千円 

    各保健所に設置した協議の場を核として精神障害に対応した包括的な支援体制を 

  構築し、広域的な課題に取り組むとともに市町村の取組を支援する。 

（２）人材育成                         １，７７１千円 

    精神科医療と福祉事業所等の連携を促進するための研修会を保健所ごとに開催し、 

   地域包括ケアを担う人材を育成する。 

（３）広域支援                     ３９，３７３千円 

ア 精神障害に対応したアウトリーチ事業【一部新規】    

     医療や福祉サービスにつながりにくい精神障害者などを対象として、医師、精神 

    保健福祉士等の多職種によるアウトリーチ（訪問支援）事業をモデル地域において 

    実施する。 

     令和２年度はモデル地域を拡大し、県内２圏域で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地域移行・地域定着ピアサポート活動促進事業 

    精神障害者の地域移行や退院後の孤立を防ぐため、ピアサポート活動を促進する。 

ウ 早期退院支援推進事業 

    新たな長期入院者を防ぐため、精神障害者の早期退院に向けた取組を支援する。 

【Ｈ３０アウトリーチの実績】 

○ 46 事例に対し、409 回の訪問支援を実施 

○ アウトリーチにより一定の成果が得られた 

   事例は、46 事例中 39 事例（84.8％） 

○ 多職種の訪問支援により、複雑な問題を 

 抱える精神障害者の生活破綻を防止 
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障害児（者）福祉施設等の整備促進 

 

担当 障害者支援課 施設整備・法人指導担当 

内線 ３３１３ 

１ 目 的 

  障害児（者）の生活の場である障害者入所施設や通所事業所等の整備費を社 

  会福祉法人等に助成し、障害者の地域生活を支援する。 

 

２ 予 算 額     １，９３８，１３７千円 

           

３ 事業概要                         

  社会福祉法人等が設置する障害者入所施設や通所事業所の創設等に係る建 

 設費を助成する。 

 

    入所施設の創設               １箇所 

    通所事業所の創設              ５箇所 

    施設の老朽化による改築・大規模修繕等    ６箇所 

    スプリンクラー設備の整備          ３箇所 

    非常用自家発電設備の整備          ７箇所 

    防犯設備の整備              ５９箇所  
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医療的ケアが必要な障害児と家族の支援の充実  

 

担当 障害者支援課 地域生活支援担当  

                  内線 ３３１８     

 

１ 目  的 

医療的ケアが必要な障害児が利用する施設等の受入れを促進するとともに、介助する

家族に係る負担の軽減を図る。 

 

２ 予 算 額  ４００，８７２千円 

 

３ 事業概要 

（１）在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業    ６６，１３０千円 

医療的ケアを必要とする重症心身障害児等を在宅で介護する家族の精神的・身体的

負担を軽減するため、対象児等をショートステイ及びデイサービスで受け入れた施設

に対して補助を行った市町村に対し一部経費を補助する。 

（２）医療的ケア児支援体制整備促進モデル事業           ６，３０８千円 

   医療的ケアが必要な障害児が放課後等デイサービス等を利用できるようにするため、 

  事業者に対して受入れに必要なベッドの設置等の費用及び医療的ケアを行う職員の養 

  成研修費を補助する。 

（３）民間心身障害児（者）施設重度療育等事業         ３２８，４３４千円 

入所施設を利用する医療的ケアが必要な障害児の処遇改善を図るため、看護師等の

直接処遇職員を加配する施設に人件費を補助する。 

 

 

   

       レスパイトケア事業実施市町村の増 

  

  

        ベッド等の設置、職員の養成 

  

  

      看護師等の職員を加配 

 

医
療
的
ケ
ア
児
と
家
族
を
支
援 

！ 
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虐待通報ダイヤルの運用・虐待防止の啓発  

 

                      担当 福祉政策課 政策企画担当 

                      内線 ３３９１  

 

 

１ 目  的 

埼玉県虐待禁止条例に基づき、児童・高齢者・障害者の各虐待の通報等を一

括して受ける虐待通報ダイヤルを運用するとともに、県民に対する虐待防止の

普及・啓発等を行い、虐待の予防や早期発見、早期対応につなげる。 

 

２ 予 算 額     ４７，４０５千円 

 

３ 事業概要 

（１）虐待通報ダイヤルの運用              ４３，１９１千円 

   児童・高齢者・障害者の各虐待の通報等に２４時間３６５日、一元的に対

応する虐待通報ダイヤルを運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）虐待防止の普及・啓発                ４，２１４千円 

   虐待の早期発見・早期対応につなげるため、普及啓発用リーフレット等に

より、虐待防止の啓発及び広報を行う。 
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生活困窮者と生活保護受給者に対する切れ目のない支援  

 

担当 社会福祉課  

   医療保護・生活困窮者支援担当  

内線 ３２７１ 

 

１ 目  的 

 【生活困窮者と生活保護受給者の自立支援】 

  町村部の生活困窮者に対し、生活・就労・家計に関する支援員を配置し自立

を支援する。 

  また、町村部の生活保護受給者に対し、職業訓練・住宅・就労自立に関する支援員

を配置し、県福祉事務所のケースワーカーと連携して自立を支援する。 

  あわせて、小学生から高校生までの学習支援事業を実施し、貧困の連鎖の解

消を図る。 

 

２ 予 算 額     ３５７，３１７千円 

 

３ 事業概要 

（１）生活困窮者自立相談支援等事業          １１１，７３３千円 

  ア 自立相談支援事業 

     相談窓口を設置し、生活困窮者が抱える課題に応じた総合相談、支援プ

ランの作成、関係機関との連絡調整等を行う。 

 

   イ 住居確保給付金 

  離職により住居を失った生活困窮者に家賃相当額を支給する。 

 

ウ 就労準備支援事業 

   直ちに就労することが困難な生活困窮者に対し、職業訓練や就労体験 

  を提供し就労を目指す。 

 

エ 家計改善支援事業 

  生活困窮者の家計収支を改善させ生活再建を支援する。 

 

オ 一時生活支援事業 

 住居のない生活困窮者に一時的な衣食住を提供する。 
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（２）学習支援事業                    

   ア アスポート事業（中学生・高校生支援）         ６７，４８１千円 

     困窮世帯の中学生・高校生に対して、学習教室や家庭訪問により学習支

援を行い、高校進学・中退防止を支援する。 

 

 イ ジュニア・アスポート事業（小学生支援）       １３２，３２０千円 

（ア）困窮世帯の小学生向けの学習・生活支援、体験活動、健康支援を行う

「ジュニア・アスポート教室」を運営する。 

（イ）教室の立ち上げや企業・地域団体との連携、ボランティアなどのコー

ディネート等の支援を行うコーディネーターを市町村に派遣するととも

に、市が実施する小学生向けの学習・生活支援事業に対して助成を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）生活保護受給者チャレンジ支援事業費 

  ア 職業訓練支援員事業                ３，１７５千円 

 技術や資格を持たないなど直ちに就労することが困難な生活保護受給

者に対し、技能講習の受講や就労体験を促すなど、就職に結び付くよう支

援する。 

 

  イ 住宅ソーシャルワーカー事業            ６，２５７千円 

 無料低額宿泊所入所者など居宅の確保に困難を抱える生活保護受給者

に対し、民間アパートや社会福祉施設等への入居支援を行う。 

 

  ウ 被保護者就労・自立支援事業           ３６，３５１千円 

 就労相談や求人情報の提供など就労支援を実施するとともに、在宅医

療・介護など地域生活における自立支援を推進する。 

学習支援の様子 

アスポート事業参加者の 

高校進学率・中退率の推移 
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埼玉県子育て応援行動計画の推進  
 

        担当 少子政策課   企画・子育てムーブメント担当 内線 ３３２５ 

                  子 育 て 環 境 整 備 担 当  内線 ３３２２ 

                  こ ど も の 未 来 応 援 担 当 内線 ３３４８ 

                  手当・ひとり親家庭支援担当 内線 ３３３７ 
                                   施 設 運 営 ・ 人 材 確 保 担 当  内線 ３３３０  

                          施 設 整 備 ・ 指 導 担 当  内線 ３３２８  

                    こども安全課  総 務 ・ 児 童 相 談 担 当 内線 ３３３５  

                                   養 護 担 当  内線 ３３３１  

                                 児童権利擁護担当   ０４８－８３４－８７５５  

           

１ 目  的 

 「すべての子供の最善の利益」を目指し、「子育ち」「親育ち」の支援や地域全体で

の子育て支援を通じて、子供を生み育てることに希望の持てる社会づくりを進めるため、

少子化対策の推進と子育て支援の充実を図る。 

 

 

２ 予算総額      ４９，８７７，９９４千円 

        

 

３ 事業概要 

（１）結婚・出産の希望実現 

  ア 結婚を望む人への支援、ライフデザイン構築の支援 

  （ア）SAITAMA出会いサポートセンター事業          ２０，２２４千円 

    市町村や企業等との連携により「SAITAMA出会いサポートセンター」を運営し、

広域的で効果的な出会いの機会を提供するとともに、若い世代が結婚、妊娠、出

産、子育てを含めたライフプランを希望どおり描けるように支援を行う。 

 

  （イ）少子化対策推進事業                  ５０，０００千円 
    市町村が実施する結婚、出産、乳児期を中心とする温かい社会づくり・気運の

醸成の取組や経済的な理由で結婚に踏み出せない低所得者を支援する取組に対し
て助成を行う。   

 
（２）「子育て」と「子育ち」の支援 

  ア 「孤育て」にしない地域の子育て力の充実 

  （ア）パパ・ママ応援ショップ事業の推進           １１，４３５千円  

    子育て世帯への優待制度である「パパ・ママ応援ショップ」事業や乳幼児連れ

の外出を支援する「赤ちゃんの駅」登録事業をさらに充実させ、「子育てムーブ

メント」の社会全体への浸透を図る。 

 

  （イ）地域の子育て支援事業               １，３３８，９６４千円 

子育て中の親子が交流を深め、不安や悩みを相談できる地域子育て支援拠点及

び預けたい人と預かることができる人をつなぐ地域の相互援助組織であるファミ

リー・サポート・センター等の運営に必要な経費を補助する。 
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  （ウ）放課後児童クラブの充実（一部新規）       ５，８８３，７７７千円 

労働等により昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、授業

の終了後に遊び及び生活の場を与える「放課後児童クラブ」の運営に必要な経費を

補助するとともに、利用児童の増加等に対応するため放課後児童クラブの整備を促

進する。 

 

  イ 質の高い幼児教育・保育の充実  

  （ア） 多様な保育ニーズに応える受け皿の確保                                    

  a 保育所の整備促進                 ４２５，１４０千円 

      増加する保育需要に対応するため、認可保育所の整備を促進する。 

 

b 多様な保育施設への支援           ３０，２７６，７９９千円 

 保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業等の運営費の一

部を負担するとともに、認可外保育施設の認可化移行を支援することにより、

多様な保育施設の需要への対応を図る。 

 

  c 幼稚園における保育の促進               ７５４，６１０千円 

保育と教育の機能を併せ持つ認定こども園の整備や、幼稚園の預かり保育の

充実を支援し、保育を必要とする家庭が幼稚園を利用しやすい環境を整える。 

 

  d 延長保育                     ４０６，９７６千円  

     民間保育所において、１１時間（短時間認定児童は８時間）の開所時間を超

えて実施する延長保育に対して、必要な経費を補助する。 

 

  e 一時預かり事業                  ８０２，７７７千円  

     家庭において、一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児を預かり、

必要な保護を行う一時預かり事業に対して、必要な経費を補助する。 

 

  f 病児保育（一部新規）               ３７７，６７７千円  

     保護者が仕事の都合で休めないときに、病気の児童を一時的に保育する病

院・保育所等や保育中に体調不良となった児童への緊急対応を行う保育所等に

対して、必要な経費を補助する。 

 

     g 希望時期入園制度の導入支援              ２４，５５３千円  

  育児休業を切り上げることなく家庭で子育てできる環境を整備することを目

的として、保護者が希望する時期（育児休業復帰時）に入園できる仕組みの導

入を支援する。 

 

  （イ）保育人材の確保（一部新規）            ２，２０５，２３０千円 

新卒保育士向けの就職準備金貸付に加え、新たに潜在保育士の希望勤務形態に

応じた貸付を設け、保育士の確保及び定着を図る。 

併せて、保育士・保育所支援センターによる潜在保育士等への復職支援やＳＮ

Ｓによる情報発信、就職フェアの開催等により、県内保育所への就職を支援する。 

 

   ウ 子育てに係る経済的負担の軽減  

 （ア）幼児教育・保育の無償化の実施          ９，１２２，８１５千円 

                                 （一部再掲） 
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令和元年１０月からの幼児教育・保育の無償化の実施により、３歳から５歳ま

での全ての子供及び住民税非課税世帯の０歳から２歳までの子供の保育所及び認

定こども園等の利用料の一部を負担する。 

 

  （イ）多子世帯保育料軽減事業             １，１６９，２４７千円 

多子世帯における経済的負担を軽減するため、保育所等に入所する第３子以降

の児童（満３歳未満）の保育料を助成する。 

 
  （ウ）多子世帯応援クーポン事業              ５６１，５４８千円 

多子世帯の育児にかかる負担を軽減し、子育てしやすい環境を提供するため、

第３子以降が生まれた世帯に子育てサービス等の対象メニューを利用できるク

ーポンを配布する。 

 

（３）「子供の貧困」対策の推進 

   ア 子供の居場所づくりの支援（一部新規）         ２０，９６６千円 
 子供の居場所づくりを推進するため、出前講座の開催や「こどもの居場所づく
りアドバイザー」の派遣等により担い手の発掘を図り、子供の居場所づくりに関
わりたい人同士のマッチングや立ち上げ等を支援する。また、子供の居場所づく
りの取組をまとめた普及啓発用の紹介動画を制作する。 
 

   イ ひとり親家庭への支援              １，９１５，５１７千円 
 経済的に厳しい環境に置かれたひとり親家庭の自立を促進するため、経済的支
援のほかに、母子・父子自立支援員等による生活相談や就労相談、ひとり親の資
格取得から職場定着まで切れ目のない就業支援を行う。また、養育費確保に向け、
弁護士による無料法律相談や養育費に関する啓発も実施する。 

 

（４）児童虐待防止・社会的養育の充実 

  ア 子供を虐待から守る地域づくり 

  （ア）児童虐待防止対策の充実（一部新規）         ２２１，７５４千円 

 熊谷児童相談所と一時保護所を一体的に整備するとともに１０年先を見据え児

童相談所全体の整備・機能強化に関する計画の策定を通じ、児童相談所の機能強

化を推進する。 

 あわせて、児童虐待通告の急増に対応するため、市町村における相談体制を強

化するとともに、民間との協働による泣き声通告への対応などにより、虐待通告

への適切な対応を行う。 

 

（イ）県・市町村等における相談・支援体制の充実        ５６，６８３千円 

児童虐待通告に 24時間対応できる体制や子供に関わる様々な相談に適切に対応

していく体制を整備する。また、市町村が担う「要保護児童対策地域協議会」の

運営や児童相談機能について積極的な支援を行い、強化を図る。 

 

  イ 社会的養護の充実 

  （ア）里親委託の推進強化（一部新規）           ２９１，７７８千円 

 里親委託の推進を図るため、民間と協働して、登録里親への委託促進と受託里

親への一貫したサポートを実施する。 

 また、委託に向けて里親と里子が面会交流を行う経費を補助するなど、里親委

託を推進する。 
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  （イ）児童養護施設等入所児童のケアの充実・進学等支援   １２２，７７２千円 

     児童養護施設等の職員の人材確保、生活環境改善、児童の社会活動参加、ケア

ニーズの高い児童の受入を支援するため必要な経費を補助する。 

     また、児童養護施設等の児童が希望する進路に進み、円滑に自立することがで

きるよう、高校生入所児童の学習費、部活動費等を補助する。 

 

  （ウ）児童養護施設退所児童へのアフターケア         ２９，８０９千円 

     児童養護施設退所者等が退所後に自立できるよう、退所者支援センター(クロー

バーハウス)を運営するとともに、希望の家事業による進学者への低額な住居の提

供・相談支援、施設への就労支援チームの派遣、修学継続や自立のための資金の

貸付を行う。 
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埼玉県高齢者支援計画の推進 
           
         担当 高齢者福祉課 総務・高齢企画担当  内線 ３２６３ 
                    施設・事業者指導担当  内線 ３２５４ 
                    施 設 整 備 担 当  内線 ３２６０ 
                    介 護 人 材 担 当  内線 ３２３２ 
            地域包括ケア課 総務・介護保険担当  内線 ３２５５ 
                    地 域 包 括 ケ ア 担 当  内線 ３２５６ 
                    認知症・虐待防止担当  内線 ３２５１ 
            社 会 福 祉 課 施設指導・福祉人材担当   内線 ３２２５ 
 
 
 
１ 目  的 

  豊富な知識や技術、経験を持つ元気な高齢者が、社会の担い手として就業やボラン 

ティア活動など様々な分野において活躍できるようにする。 
  医療、介護、介護予防、生活支援、住まいを一体的に提供する地域包括ケアシステ

ムの構築を更に推進する。 
 
２ 予算総額  ８６，１０１，０７５千円  

 
３ 事業概要 

（１）高齢者の活躍支援と安心して暮らせるまちづくり 

  ア 大学の開放授業講座の開催及び老人クラブ活動への支援  ３９，５３６千円 

    高齢者の生活の充実や社会参加のきっかけづくりとするため、２３大学と協力

し、授業科目の一部を開放する。また、老人クラブ等が実施するボランティア活

動、教養活動、健康増進活動等の経費を補助する。 
 
  イ 高齢者いきいきライフ推進事業費             ７，１５８千円 

    彩の国プラチナフェスティバル等の事業を通して、高齢者のいきがいの高揚を   

図るとともに、健康づくりを促進する。 
 
  ウ 災害派遣福祉チーム体制整備事業費            １，５００千円 

    大規模災害時に避難所等へ避難した高齢者等に対して相談援助や応急的な介助   

等の福祉支援を行う災害派遣福祉チームを被災地域に派遣するための体制を整備

する。 
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（２）住み慣れた地域での暮らしを支える地域包括ケアシステムの構築 

  ア 地域包括ケア総合支援チーム派遣事業           ７，１０２千円 

    市町村の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を進めるため、全ての市町      
村に対し、自立支援、介護予防、生活支援などの取組をオーダーメイド・伴走型

で支援する総合支援チームを派遣する。 
 
  イ 地域包括ケアシステム構築促進事業（一部新規）     ４５，８８３千円 

    地域ケア会議、介護予防、生活支援などの事業を担う市町村職員等の育成、民

間事業者向け普及啓発ツールの作成など、市町村における地域包括ケアシステム

の構築を支援する。 
   
  ウ 民間事業者と連携した高齢者生活支援事業（プラチナ・サポート・ショップ） 

    （新規）                       １４，６３８千円 

    民間事業者など多様な主体が高齢者をサポートする体制を整備し、高齢者の生

活支援及び介護予防を推進する。 

 

  エ 地域包括ケアシステム広域支援事業              １８，５４３千円 

    県内１０か所に設置している地域リハビリテーション・ケアサポートセンター

と協力医療機関の連携により、リハビリテーション専門職を育成し、市町村の介

護予防事業等に派遣することで、地域包括ケアシステムの構築を支援する。 
 
  オ 市町村地域支援事業促進事業費              ２，８０４千円 

    地域包括ケアシステムで中核的な役割を担う地域包括支援センターの機能を強   

化するため、市町村職員及び地域包括支援センター職員に対する研修を実施す

る。 
 
  カ 看取り体制強化事業                        １０，６５４千円 

    介護施設等の管理者や職員向け研修の実施や介護施設等への講師の派遣によ

り、職員のスキルアップを図り、介護施設等における看取り体制の強化を図る。 
 
  キ 家族介護者等支援強化事業（一部新規）             ８，８０１千円 

    家族介護者への支援体制を強化するため、家族介護者の実態調査を行うととも

に、地域包括支援センターの機能強化を図り、市町村における相談体制を整備す

る。 
 
  ク 定期巡回・随時対応サービス普及促進事業           ４５０千円 

    事業所の新規参入とサービスの一層の普及を促すため、運営アドバイザーの派   

遣や情報提供等を行う。 
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  ケ 認知症の人にやさしい地域づくり推進事業費         １，７５３千円 

    認知症サポーター及びその講師役であるキャラバン・メイトを養成するととも 

   に、市町村認知症連絡会を開催することにより市町村の認知症施策の推進を支援 

   する。 

 

  コ 若年性認知症の人のための施策の推進          １７，１５２千円 

    若年性認知症支援コーディネーターを配置し、相談対応や居場所づくり、就労

支援を行う。また、セミナー等の普及啓発を行うことにより、若年性認知症の人

が社会とのつながりを保ち、生きがいを持って暮らせる環境を整備する。 
 
  サ 高齢者虐待対策事業費                  ２，８２６千円 

    高齢者虐待防止に関する普及啓発を行うとともに、市町村における高齢者虐待   

対応、相談窓口、ネットワークづくり等の体制整備を支援する。 
 

（３）介護保険施設等の整備 

  ア 特別養護老人ホーム等整備事業費         １，６２７，９５２千円 

    特別養護老人ホームの創設及び増床等の整備を行う社会福祉法人に対し整備費   

の一部を補助する。 
 
  イ 介護基盤緊急整備等特別対策事業費        １，７４０，２１６千円 

    地域密着型特別養護老人ホーム等の小規模施設等の整備に要する工事費用等に

対する補助を行う。 
 
  ウ 施設開設準備経費等支援事業費          １，９９６，２１４千円 

    特別養護老人ホーム等介護施設の円滑な開設のため、施設の開設準備に要する   

経費に対する補助を行う。 
 
（４）介護人材の確保・定着・イメージアップ 

  ア 介護人材の確保・定着の促進（一部新規）       ６０６，８０６千円 

    介護人材の確保・定着の促進を図るため、介護未経験者・高齢者・生活スタイ

ルに合わせた働き方を希望する者等の就労支援、市町村による介護人材確保支

援、外国人人材の受入・定着支援、介護ロボットの普及促進、ＩＣＴの導入支

援、新任介護職員の定着支援、介護職員の医療的ケア技術の向上支援、介護のイ

メージアップなどを実施する。 
    また、埼玉県介護人材確保・定着推進協議会を運営し、介護人材確保・定着に

係る取組を全県的に推進する。 
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（５）介護保険の円滑な制度運営 

  ア 市町村介護保険財政支援事業費         ７９，９４９，４４３千円 

    介護保険法に基づき、市町村の介護保険給付及び地域支援事業に要する費用の   

法定割合を負担するとともに、介護保険財政の安定化を図るため、介護保険財政

安定化基金を管理し、貸付等を行う。 
    また、６５歳以上の低所得者の保険料負担の軽減に要する費用を負担する。 
 
  イ 要介護度改善等促進事業                 １，６４４千円 

    介護事業所における自立支援・重度化防止の取組を促進するため、利用者の要   

介護度の維持・改善等に積極的に取り組む事業所を評価・公表する。     
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埼玉県障害者支援計画の推進 

 

担当  障害者福祉推進課   総務・企画・団体担当   内線 ３２９４ 

障害福祉・自立支援医療担当   内線 ３３１５ 

社会参加推進・芸術文化担当   内線 ３３０９ 

障害者スポーツ担当   内線 ３３０３ 

障 害 者 支 援 課   総 務 ・ 市 町 村 支 援 担 当   内線 ３３１９ 

地 域 生 活 支 援 担 当   内線 ３３１７ 

施設整備・法人指導担当   内線 ３３１３ 

施 設 支 援 担 当   内線 ３３１４ 

社 会 福 祉 課   施設指導・福祉人材担当   内線 ３２７６ 

福 祉 政 策 課   政 策 企 画 担 当   内線 ３３９１ 

 

 

１ 目 的 

  障害のある人が社会の構成員として障害のない人と分け隔てられることなく

生活できる社会＝「共生社会」の実現を目標とする「埼玉県障害者支援計画（計

画期間：平成３０年度～令和２年度）」に基づき、障害者施策の推進を図る。 

 

２ 予 算 額     ４０，４１４，４７０千円 

 

３ 事業概要 

（１）障害者への理解促進と差別解消 

  ア 共生社会づくり推進事業                      ８，５８５千円 

    障害者差別解消法、共生社会づくり条例及び手話言語条例の普及啓発、ヘ 

   ルプマークを活用した理解促進、手話普及リレーキャンペーンを実施する。 

 

  イ 障害者用駐車場2020青色プロジェクト事業          １，９１２千円 

障害者用駐車場の適正利用を図るため、障害者・大学・企業等と協働し、

県内各地で障害者用駐車場の青色塗装を実施する。 

 

  ウ 障害者差別解消推進事業               ５，３９４千円 

    障害者差別解消法に基づき、県民からの相談窓口の設置、障害者差別解消 

   支援地域協議会の開催を行う。 

 

  エ 障害者虐待対策事業                 ３，９８０千円 

    障害者虐待防止法及び虐待禁止条例に基づき、障害者支援施設の従事者や

管理者、市町村職員等の専門性強化を図るための研修を実施するとともに、

障害者権利擁護センターの通報窓口の強化を図る。 
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（２）障害者の地域生活の充実・社会参加の支援                           

  ア ホームヘルプサービス事業          ４，５１０，７０３千円 

    障害児（者）の家庭を訪問し、入浴等の介護、家事援助等を行う事業を実

施する市町村に対して、その経費の一部を負担する。 

 

  イ 心身障害児通園訓練事業           ７，２９６，６４３千円 

     在宅の障害児が通所して、日常生活の基本動作、集団生活への適応促進の

ための指導・訓練を受ける事業を実施する市町村に対して、その経費の一部

を負担する。 

 

  ウ 障害児（者）短期入所事業            ９９９，９４２千円 

    障害児（者）のいる家庭において、介護者の病気等で介護が困難になった

場合に、障害児（者）を一時的に施設等に入所させ、介護等を行う事業を実

施する市町村に対して、その経費の一部を負担する。 

  

  エ 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業 

                             ６６，１３０千円 

    医療的ケアを必要とする重症心身障害児を在宅で介護する家族の負担の軽 

   減を図るため、ショートステイ及びデイサービスによるレスパイトケアの充 

   実を図る。 

 

  オ 医療的ケア児支援体制整備促進モデル事業       ６，３０８千円 

    医療的ケアが必要な障害児が地域で安心して生活できるよう、放課後等デ 

   イサービス等の受入体制を整備する。 

   

   カ 民間心身障害児（者）施設重度療育等事業      ３２８，４３４千円 

  手厚い職員配置を行い、医療的ケアが必要な障害児の処遇改善を図るた 

め、看護師等の直接処遇職員を加配する入所施設に人件費を補助する。 

 

  キ 障害者施設等自立支援給付費        １９，９２１，０９６千円 

        障害者が施設等において障害福祉サービスを受けた時に、自立支援給付費 

   を支出する市町村に対して、その費用の一部を負担する。 

 

  ク 地域活動支援センター助成事業            ９９，３９７千円 

    法定外施設（心身障害者地域デイケア施設、精神障害者小規模作業所）か

ら移行した地域活動支援センターが、移行前と同等のサービス提供を確保す

るため、運営費助成を行う市町村に対し、助成に要する経費の一部を補助す

る。 

 

  ケ 市町村地域生活支援事業           １，１５１，３００千円 

    相談支援、意思疎通支援等の多様な事業を総合的に実施する市町村に対し

て、その経費の一部を補助する。 
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  コ 精神障害に対応した地域包括ケアシステム構築事業  ４５，５５４千円 

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、保

健、医療、福祉の関係者による協議の場を設置し、課題の解決に取り組む。ま

た、長期入院患者の地域への移行と、新規入院者の病状安定後のスムーズな

退院を促進するとともに、入退院を繰り返す方などに対する訪問型支援をモ

デル地域で実施する。 

 

  サ 高次脳機能障害者への支援                   １９，１９１千円 

高次脳機能障害者が地域で安心して暮らせるよう、高次脳機能障害者及び

その家族を支援するための相談事業や職場への定着支援等の就労支援を行

う。また、高次脳機能障害に対する理解の促進を図るため、県民や関係機関

向けの研修会等を行う。 

 

  シ グループホーム等事業助成費         ３，１８５，６５３千円 

    障害者に対し、グループホーム等のサービスを提供する市町村に運営費等

を補助（負担）する。 

 

  ス 障害児（者）福祉施設等施設整備       １，９３８，１３７千円 

    社会福祉法人等が設置する障害者支援施設、グループホーム等の整備費の

一部を補助する。 

    

  セ 民間社会福祉施設整備促進事業費          ４１５，４５５千円 

    障害者福祉施設の建設に際し、社会福祉法人等に整備費の一部を補助する。 

    

  ソ 発達障害児・者への支援             ２３２，４８４千円 

    発達障害の早期発見・早期支援を充実させる拠点として発達障害総合支援

センターを運営し、人材の育成や診療・療育体制の強化に取り組む。 

 

  タ 身体障害者補助犬育成事業             １２，５４２千円 

身体障害者の社会参加に資するため、身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬

及び聴導犬）の育成及び給付を行う。 

 

  チ 障害者芸術・文化活動の推進             ２，５７２千円 

    埼玉県障害者アートフェスティバルを開催し、障害者が取り組む文化・芸 

   術活動を広く紹介する。 

 

  ツ 埼玉バリアフリー文化プログラム事業        １６，８６４千円 

    東京パラリンピックの気運を醸成し、レガシーとして障害者に対する「心

のバリアフリー」の浸透を図るため、障害者アートの魅力を活かした質の高い

イベントを開催する。 
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  テ 障害者スポーツで活力ある社会づくり推進事業     ３７，９４８千円 

       東京パラリンピックを控え、埼玉ゆかりの障害者アスリートを支援す 

     るとともに、県民が障害者スポーツを体験できる機会の提供や障害者

スポーツを支える人材の育成など障害者スポーツへの理解と参加の促

進を図る。 

 

（３）障害者の就労支援 

  ア 障害者就業・生活支援センター事業         ６４，９００千円 

    雇用・福祉・教育等の関係機関と連絡調整を行い、障害者の就業に伴う生

活上の支援を行う。 

 

  イ 障害者就労施設支援事業               ６，５３９千円 

障害者が働くことを実感し、地域で経済的に自立した生活を送るため障害

者就労施設を支援し、障害者の工賃向上を図る。 

 

  ウ 障害者農業参入チャレンジ事業           １２，１１１千円 

    障害者就労施設に対し、農業技術指導、農産物の継続・安定した売上を実

現することで、障害者の工賃向上を図る。また、農家と障害者就労施設とを

マッチングすることにより、施設外就労の機会の拡大を図る。 

 

  エ 発達障害者就労支援センター事業           ２２，０００千円 

    発達障害者に特化した就労支援機関を設置し、就労に関する相談、職業能

力の評価、コミュニケーション能力やビジネスマナーを習得する訓練、就職活

動、職場定着までの支援を行う。 

 

（４）障害者への災害対策支援 

  ア 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）体制整備事業   １，１９６千円 

        大規模災害等が発生した場合に、精神科医療及び精神保健活動の支援を行

う災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を被災地域に派遣するための体制を

整備する。 

 

  イ 災害派遣福祉チーム体制整備事業費          １，５００千円 

    大規模災害時に避難所等へ避難した障害者等に対して、相談援助や応急的

な介助等の福祉支援を行う災害派遣福祉チームを被災地域に派遣するため

の体制を整備する。 


